
 
 
 
 
 
 
 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が蔓延し、地域医療・介護を担う、セラピストの皆様には大変な

日々が続いていることと思います。 

 今回、八幡西区のリハ関係者で地域の課題や協働できそうなことを一緒に考える予定であった「フォーラ

ム」の延期が決定しました。現在、開催日程に関しては未定の状況になっております。八幡西区のリハビリ

テーション連絡協議会として行う、初めての「フォーラム」という事で期待して頂いた皆さま、協力して頂

いた連絡協議会の運営委員の方・行政の職員の皆さまには、お詫びと感謝を述べさせてください。今後、状

況が許す時期が来ましたら改めて告知させて頂きます。 

 私達は今、日本で始めて緊急事態宣言が発令され、経験した事がない事態に直面しています。自分が、生

きている間にこんな事態に遭遇するなんて誰が想像できたでしょうか？少なくとも私には想像できません

でした。しかし、この様な状況でも私達の仕事の重要性に変化はなく、目の前の患者様や利用者様に寄り添

い、共に歩むことができる存在であり、それは、共に働いている医師や看護師、その他の医療・介護で働く

方達も同様だと思います。地域の皆様が住み慣れた街で健やかに過ごせるように尽力していきたいと考え

ています。 

 しかし、皆様の中には現在の状況に不安を抱いている方も多くいる事と思います。色々な情報が錯綜し、

どの情報を信じて良いのかわからないのが現状ではないでしょうか？今回、八幡西区リハビリテーション

連絡協議会では、運営委員が所属する機関の対策等を掲載してみました。少しでも、皆様のお役に立ててれ

ばと考えています。（あくまで、各施設での対応ですので参考として頂ければ幸いです） 

ご意見やご相談がある場合は遠慮なく連絡して頂ければ、全力で取り組みたいと考えています。また、一

緒に、乗り越えて頂ける仲間も募集しています。併せてご連絡ください。 

 最後になりますが、まだまだ長い闘いになりそうです。皆様にはご自愛頂きこの事態を乗り越えたときに

一緒に笑える事が出来るように心より願っています。 

 
八幡西区リハビリテーション連絡協議会  会長  内田 健 

 
 

１ 八幡西区リハビリテーション連絡協議会フォーラムの再延期について 

令和２年５月２２日（金）に開催を予定していました「八幡西区リハビリテーション連絡協議会

フォーラム」は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大を受け、地域でのまん延防止

や安全確保の観点から，再度延期（時期未定）させていただくことになりました。イベントへの参

加を予定されていた皆さま、ご協力いただいた皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご

協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

詳細が決まり次第、再度、ご案内をさせて頂きたいと思います。 
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２ 施設毎の新型コロナウィルス感染症（COVID-19）による対策の紹介 

 各施設の感染予防対策として、マスクの着用や手指消毒、手すりや機器等の消毒の励行や室内換

気の実施、出勤前の検温及び体調報告など、様々な取り組みが行われていると思います。しかし、

他の施設の取り組みについて、知る機会も少ないと思い、運営委員が勤務する施設等の取り組みに

ついて、少しでも参考になればと思い、簡単ですが紹介させて頂きます。 

 

   Ａ事業所（通所リハ）  

 ○利用休止や利用回数の減少（あくまで提案） 

 ○移動場所の制限（歩行訓練等の通路） 

 ○ソーシャルディスタンスの確保（席の配置や、人数の制限） 

 〇利用者へのマスク着用の義務化（マスク着用されない利用者の利用はお断りする） 

 〇ハンカチマスクの作成 

 

   Ｂ事業所（訪問リハビリ）  

 ○全利用者のケアプランの確認とケアマネからの聞き取り（休みや縮小となった場合の影響） 

 ○利用者から訪問提供に伴う感染不安と訪問休止時の不安等の聞き取り 

 ○感染者増大による規模縮小や休止となった場合の対応の作成 

 ○サービス提供後の洗面所使用のご協力のお願い 

 ○お茶等の飲食のお断り 

 ○訪問職員と他の職員との更衣室のすみ分け（予定） 

 

   Ｃ事業所（介護老人保健施設）  

 ○面会禁止（荷物等の受け入れは事務所で対応） 

 ○ドアノブ等貴金属類の消毒の徹底 

 ○外部事業者等の入室の制限（マスク着用、体温計測、消毒の徹底） 

 ○職員に対して 

 １ 親睦会等の会合の禁止 

 ２ ＪＲや航空機等の利用、コンサート等は自粛を求め、該当の場合は施設に報告 

 ３ 飲食店での飲食、娯楽施設への入店は自粛を求める 

 ４ 入学式等への参加や親族等の慶弔等への参加は、施設に報告 

※２～４に該当する場合は、１４日間のマスク着用及び車両や当直室等での昼食の義務付け 

 

   D 病院（ST 訓練について）  

 〇言語訓練室の入室制限（使用時間の割り振り）や換気、消毒の徹底 

 〇口腔気管の模倣運動や構音訓練でのプリントや動画の活用 

 〇直接嚥下訓練等など口腔内を触れる場合の手袋、マスク、エプロン、ゴーグルの着用 

 〇VE の中止 

                
保健福祉局地域リハビリテーション推進課    担当：吉武、久保 
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